
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

３月の 

地域求人数 
（速報値） 

対前月 

増減比 

対前年 

同月 

増減比 

現 金 

（日払い） 
12,268 1.9% -10.2% 

契 約 

（延べ数） 
12,566 2.9% -2.4% 

高齢者清掃
ほか 

4,865 10.5% 0.5% 

午前 午後

受講相談時間 9:00～11:45 13:15～17:00

講習申込受付時間 9:00～11:15 13:15～16:00

休業日 土・日・祝日／年末年始（12/27～1/4）

窓口ご利用時間 

（公財）西成労働福祉センター 

技能講習係 

大阪市西成区萩之茶屋 1-3-28 

TEL：06-6641-0325 ／ 

FAX：06-6641-0320 

問合せ窓口 

 
第５９９号 

2025 年４月 15 日発行 

(公財)西成労働福祉センター 

大阪市西成区萩之茶屋 1-3-28 
 ☎06-6641-0131 

求 

人 

情 

報 

答えは裏面に掲載 

森 

先
生
の 

 

詰
め
将
棋 

（
三
手
詰
） 

今年度も厚生労働省より日雇労働者等技能講習事業を受託

することができました。みなさんの就労機会の増加や安定雇

用に役立てていただきたいと思います。建設現場でのスキル

アップをめざすスキル型講習、建設業からの転職など職種転

換を目指す職種転換型講習を準備しました。 

よ
う
や
く
寒
さ
が
和
ら
ぎ
、
桜
が
開
花
す
る
な

ど
季
節
は
春
め
い
て
き
た
。
一
方
で
こ
の
時
期
、

地
域
で
は
求
人
数
が
減
少
し
、
求
職
者
に
と
っ
て

は
困
難
な
時
期
を
迎
え
る
。 

中
小
企
業
庁
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
建
設
業
の
倒

産
件
数
は
２
０
２
１
年
を
底
に
増
加
傾
向
に
あ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
上
昇
や
建
設
資
材
の
高
騰
で

コ
ス
ト
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
発
注
者
へ
の
価
格

転
嫁
が
で
き
ず
に
利
益
を
圧
迫
。
さ
ら
に
、
コ
ロ

ナ
禍
対
策
で
行
わ
れ
た
「
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
」
の
返

済
時
期
が
始
ま
り
、
経
営
難
か
ら
返
済
で
き
な
い

建
設
企
業
が
倒
産
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
も
出
て
い
る
と
の
報
道
も
あ
る
。 

こ
う
し
た
中
、
建
設
業
界
は
、
業
績
を
回
復
し

た
企
業
と
の
格
差
が
広
が
り
、
二
極
化
が
進
ん
で

い
る
と
も
聞
く
。
全
て
の
労
働
者
景
気
回
復
を
感

じ
ら
れ
る
よ
う
、
業
界
全
体
の
取
り
組
み
に
期
待

し
た
い
。 

西成労働福祉センター公式 LINEでは新規窓口求人等の情報を随時配信中です！ 

熱中症予防安全教育 NEW 

炎天下の高温多湿な場所での作業が避けられ

ないため、熱中症による死亡者数の約半数は建

設業が占めています。管理者による適切な作業

管理と労働者自身による健康管理により予防が

可能です。そのため、厚生労働省通達に基づい

て受講が推奨されています。 

講習科目は「熱中症の原因と対策」「熱中症の

予防対策」「熱中症発生時の救急処置」「災害事

例」「関係法令」「熱中症予防用品の取り扱い方

法」の 6 科目で 3時間半の講習時間になります。 

熱中症は一度発症すると回復までに時間がか

かります。また、回復しても後遺症などによって元

の仕事に復帰できない恐れもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症は予防・早期発見・早期対応が重要で

す。 熱中症予防労働衛生教育を受講すれば、

予防法だけでなく緊急時の救急処置方法なども

学べます。 

熱中症予防対策、救急処置などの教育！ 

詳細は窓口にお問い合わせください！ 

受講のお申込みをお待ちしております。 

本事業は、日雇労働者を対象に技能労働者として必要な知識・技能を習得するための講習を無料で実施し、

就業機会の増加や安定雇用に資することを目的としています。 

●受講要件 

➀ 満 18 歳以上の日雇労働者で、あいりん地域に 

おいて求職活動をおこなっている方。 

➁ 講習内容を理解し、資格等を取得後、就労が可 

能で健康な方。 

➂ 安定就労への意欲があり、初回申込時にセン 

ター職員による求職相談を受けている方。 

※ なお、講習を 3回以上申込される場合は、3回 

目の申込受付前に就職支援ナビゲーター（ハ 

ローワークの専門相談員）によるガイダンスを 

受けていただきます。 

※ 雇用保険（白手帳は除く）の加入者や求職者支 

援制度（支援訓練）を受けている方は、受講で 

きません。 

スキル型講習 

※ 職種転換型講習の選考会等の都合により、10:30頃からの窓口開所・申込受付となることがあります。 

 

就職に向けて講習後の 

サポートも充実！ 

キャリアカウンセリングや履歴書

の添削、面接練習のほか、ハロー

ワークの担当者との個別の求職

相談など、就職に向けてしっかり

サポートします！ 

※ 講習の中止又は講習日程を 

変更する場合があります。 

 

●職種転換型講習受講要件 
➀ 満 18 歳以上であいりん地域において求職活動を 

おこなっている方。 

➁ 講習内容を理解し、最後まで受講できる方。 

➂ 健康で就労が可能な方。 

※ 雇用保険（白手帳は除く）の加入者や求職者支援制 

度（支援訓練）を受けている方は、受講できません。 

※ 生活保護を受給中の方は、ケースワーカーにご相談

の上、お越しください。 

 

●申込に必要な持ち物 
➀ 本人確認ができる有効期限内の公的証明書。 

 （マイナンバーカード、運転免許証など） 

➁ 大阪府以外に住所がある方は、センターに登録して 

いる事業所、又は大阪府内に所在地がある事業所の 

推薦状など。（推薦状は、センターで作成した書式 

のものをお渡しします。） 

 

講習名 受付期間 選考会

清掃業務体験講習 4/1(火)～5/19(月) 5/27(火)

はたらく人のマナー講座 4/1(火)～5/19(月) 5/27(火)

パソコン講座（初級） 4/1(火)～6/2(月) 6/10(火)

パソコン講座（日報作成） 4/28(月)～6/27(金) 7/8(火)

6/18(水)～6/19(木)

7/15(火)

日雇労働者等技能講習事業　職種転換型講習日程表

6/6(金)

講習日

6/4(水)～6/5(木)

●申込に必要な持ち物 

➀ 本人確認ができる有効期限内の公的証明書。 

 （マイナンバーカード、運転免許証など） 

➁ 大阪府以外に住所がある方は、センター登録事 

業所、又は、大阪府内に所在地がある事業所の 

推薦状。（推薦状は、センターで作成した書式 

のものをお渡しします。） 

➂ 受講科目によっては、資格証、写真等。              

※ 申込には条件があり、講習によって持参して

いただくものが異なりますので、詳しくは技

能講習係までお問い合わせ下さい。 

※ 玉掛・車両系（整地ほか・解体用）・フォークリ 

フト・小型移動式クレーンなどは、随時、技能講 

習窓口にて受付しております。講習日は教習所の 

定めた日程に合わせていただきます。 
 

チャンスをつかんで安定就労！ 

職種転換型講習 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警備といっても、現場によって仕事内容は異なります。 

以下はセンターの警備求人でも見られる、警備現場の例で

す。 

 

 

 

基本的に「屋内の人が集まる施設」での警備や保全、巡回

を行います。天候の影響を受けず、体力的な負担が少ない傾

向にあります。また仮眠を含み、拘束時間が長い場合もあり

ます。 【例】オフィスビル、商業施設、駅、空港 

 

 

 

基本的に屋外での工事現場等で、事故の発生や交通渋滞を防

ぐために、車両や通行人の誘導を行います。また、花火大会や

初詣等のイベント警備もあり、季節毎に需要が増加します。 

施設警備（1 号警備） 

交通警備・雑踏警備（２号警備） 

 

 

 

 

 
 

 
ルーチンワークが得意な人。同じ業務をコツコツとこな

すことが多く、黙々と作業ができる人が向いています。 

 

 

 

 

臨機応変な対応が得意な人。現場が日によって変わるこ

とが多く、柔軟に動ける人が向いています。 

 

た
ず
ね
人 

 

詰将棋の解答 

-５９９- 

パート・正社員などの常用求人は随時更新中です！窓口へお問い合わせ下さい。 
 

 

 
 
 

う
ず
高
く 

 
 
 
 

ポ
リ
ン
キ
ー 

 

 

4 月 22日（火） 

13:30～15:30 

西成労働福祉センター（特掃登

録） 

 

４月 24日（木） 

13:30～15:00 

萩之茶屋南公園（三角公園）南側 

 

5 月 13日（火） 

13:30～15:30 

西成労働福祉センター（特掃登

録） 

 

5 月 15日（木） 

13:30～15:00 

萩之茶屋北公園（仏現寺）昼間 

 

 

 

☗２四飛成☖同角☗２三銀まで 

 

初手☗２四飛成が正解で、☖同

角に☗２三銀までの詰み。 

「邪魔駒消去」の手筋で、飛車

を消して☗２三銀と打つ仕組み

だ。 

 

 

誰でも健診が 

受けられます 

な
し 

 

あなたは本当に知ってる？警備の仕事の魅力 

 

セ
ン
タ
ー
で
は
警
備
の
パ
ー
ト
求
人
が
増
加
中
で
す
。
特
に
大
阪
・
関

西
万
博
の
開
催
に
よ
り
、
今
後
さ
ら
に
需
要
が
拡
大
す
る
見
込
み
で
す
。

 

警
備
の
仕
事
は
一
見
シ
ン
プ
ル
に
思
え
ま
す
が
、
現
場
に
よ
り
作
業
内

容
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
体
力
的
な
負
担
が
少
な
く
、
高
齢
者
も
活
躍
で
き

る
現
場
が
あ
り
ま
す
。 

今
回
は
、
警
備
の
基
礎
知
識
や
魅
力
を
紹
介
し
、
皆
さ
ん
の
お
仕
事
探

し
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。今
年
度
も
セ
ン
タ
ー
は
、

安
定
就
労
を
め
ざ
す
皆
さ
ん
を
応
援
し
ま
す
。 

警備の仕事は誰でもできる？ 
 

警備員になるためには、特に必要な資格はありません。 

ただし「人の安全を守る」重要な役割を担うため、警備業法という法律で、「警備

ができる人」を次のように定めています。 

警備の仕事ができる人 

 

 

 

警備の現場は種類が豊富 
 

警備に向いている人は… 
 

 

● 周囲への配慮ができる人（通行人や運転手、同僚） 

● 長時間の立ち仕事に抵抗がない人 

● トランシーバー等、備品操作に抵抗がない人 

 

空港での巡回警

備・交通誘導等 

●有期1年 

●時給1,120 円 

●日払い・週払い 

相談可能 

●正社員登用あり 

 

 

 

 

 

 

 

建築・土木工事現場 

での交通誘導警備 

●パート 

●日給 9,300 円 

●就業場所は 

大阪市内中心 

●賃金の支払い日 

相談可 

 

 

 

交通誘導・雑踏警備

施設警備 

●パート 

●日給 11,000 円 

●就業場所は 

大阪市内中心 

●寄宿舎入居可 

 

高速道路や一般道路 

での車両誘導など 

●パート 

●日給9,000 円 

●就業場所は 

大阪市内中心 

●週払い可 

 

 

需要拡大中 

交通警備・雑踏警備（２号警備） 

 

施設警備（1 号警備） 

警

備

求

人

案

内 

イメージ一例 

 

詳細は窓口にてご確認下さい！ 

 
センターナビでも 

ご確認いただけます！ 

 

https://center-navi.jp/  

 

     4回目  4月17日(木）
     5回目 4月24日(木)
     6回目  5月1日(木）
     7回目  5月8日(木）
     8回目  5月14日(水）

環境整備(まち美化）紹介日
   業務内容： ゴミ収集　分別作業　および

                    地域内の不法投棄パトロール　駐輪対策　など

   雇用期間：朝作業班　　  ５日間

                   昼作業班　　  ６日間

　紹介時間：10時20分

＊前回当せんした方のうち「休日のない連続した就

労」となる就労先は希望できません。

1. １８歳以上であること 

2. 破産手続き開始の決定を受けてから復権していること 

3. 禁錮以上の刑、警備業法違反で罰金刑を受けて執行が終わってから 5年経過し

ていること 

4. 直近５年間で警備業法違反や警備業務で法令を違反するなど、不正行為をして

いないこと 

5. 集団的にまたは常習的に暴力などの不正行為や罪にあたるような違法行為をし

ていないこと 

6. 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律の規定によって指示や命令を

受けた日から 3年経過していること 

7. アルコールや違法薬物の中毒者でないこと 

8. 心身に障がいを抱えておらず、警備業務を正しく適切に行えること 

 

 

 

 

 

大まかに言うと「やる気があり、 

下記の警備業法に触れない人」が、 

警備で働けます 

 

警備業は必ず法定講習を受けることになっているので、はじめての方でも大丈夫！チャレンジしやすいです！ 

https://center-navi.jp/

